
 

燕市告示第 １２７ 号 

 

 燕市空き家利活用支援補助金交付要綱を次のように定める。  

  令和 ７ 年 ３ 月３１日 

                 燕 市 長  鈴 木   力    

 

   燕市空き家利活用支援補助金交付要綱 

 

(趣旨) 

第 1 条 この告示は、空き家の改修を実施し、空き家を利活用しようとする

者に対し、予算の範囲内において、燕市空き家利活用支援補助金 (以下

「補助金」という。 )を交付することについて、燕市補助金交付規則 (平成

18 年燕市規則第 48 号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとす

る。 

(定義) 

第 2 条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該

各号に定めるところによる。  

(1) 空き家 燕市空き家等の適正管理及びまちなか居住促進に関する条例

(平成 25 年燕市条例第 9 号)第 2 条に規定する空き家をいう。  

(2) 補助対象空き家  過去 1 年以内に所有権が移転した空き家をいう。 

(3) 市内事業者 建築関連工事を仕事として請け負う者であって、市内に

事業所の本店を有する法人又は住所を有する個人事業主をいう。  

(補助対象者) 

第 3 条 補助金の交付の対象となる者は、空き家を利活用するために補助対

象空き家の改修工事を実施する者であって、次の各号のいずれにも該当す

るものとする。ただし、市長が認めた場合は、この限りでない。  

(1) 補助対象空き家を取得した者  

(2) 市税を滞納していない者  

(3) 関連する法令を遵守し、適正に事業を遂行する者  



 

(補助対象事業) 

第 4 条 補助金の交付の対象となる事業 (以下「補助対象事業」という。)は、

補助対象空き家の改修工事であって、次の各号のいずれにも該当するもの

とする。ただし、市長が認めた場合は、この限りでない。  

(1) 市内事業者に請け負わせる工事 (空き家の買取再販を業とする事業者

を除く。) 

(2) 消費税及び地方消費税相当額を除いた補助対象事業に係る費用 (以下

「補助対象事業費」という。)が 30 万円以上の工事  

(3) 第 9 条の交付決定通知を受けた後に着手する工事  

(補助金の額) 

第 5 条 補助金の額は、補助対象事業費の 2 分の 1 以内の額とし、50 万円を

上限とする。 

2 補助金の額に 1,000 円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるも

のとする。 

3 第 1 項の規定にかかわらず、補助対象事業が燕市立地適正化計画で定め

る居住誘導区域内に含まれる場合は、 50 万円を補助金の額に加算するも

のとする。ただし、補助対象者の負担する補助対象事業費の額が、補助対

象事業費の 5 分の 1 未満になる場合は、補助対象者の負担する補助対象事

業費の額が 5 分の 1 となるように加算額を減じるものとする。  

(交付の申請) 

第 6 条 補助金の交付を受けようとする者 (以下「申請者」という。)は、燕

市空き家利活用支援補助金交付申請書(様式第 1 号)を市長に提出しなけれ

ばならない。 

(交付の決定) 

第 7 条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、当該申請に係る書類

の審査及び必要に応じて行う現地調査により、速やかに補助金の交付又は

不交付を決定するものとする。  

2 市長は、前項の場合において必要があるときは、補助金の交付の申請に

係る補助対象事業費の事項につき修正を加えて、補助金の交付の決定をす



 

ることができる。  

(交付の条件) 

第 8 条 市長は、補助金の交付を決定する場合において、補助金の交付の目

的を達成するために必要があるときは、これに必要な条件を付することが

できる。 

(決定の通知) 

第 9 条 市長は、補助金の交付の決定をしたときは、補助金交付決定通知書

(規則様式第 2 号)にその決定の内容及びこれに付した条件を、交付しない

旨の決定をしたときは、補助金不交付決定通知書(規則様式第 3 号)にその

旨及び理由を記載し、速やかに申請者に通知するものとする。  

(補助対象事業の変更 ) 

第 10 条 補助金の交付の決定を受けた者 (以下「補助対象者」という。)は、

補助対象事業の内容を変更しようとするときは、補助事業変更承認申請書

(規則様式第 4 号)を市長に提出しなければならない。  

2 市長は、前項の承認をする場合においては、第 7 条から前条までの規定

を準用する。 

3 市長は、第 1 項の承認をしたときは、補助事業変更承認通知書(規則様式

第 5 号)により、速やかに補助対象者に通知するものとする。  

(実績の報告) 

第 11 条 補助対象者は、補助対象事業を完了したときは、速やかに燕市空

き家利活用支援補助金実績報告書(様式第 2 号)を市長に提出しなければな

らない。 

2 市長は、前項の規定による報告を受け、書類の審査及び必要に応じて行

う現地調査により、その内容が適当であると認めたときは、補助金確定通

知書(規則様式第 8 号)により補助対象者に通知するものとする。  

(交付の請求) 

第 12 条 補助対象者は、前条の規定による補助金の確定の通知を受けたと

きは、速やかに補助金交付請求書(規則様式第 9 号。以下「請求書」とい

う。)を市長に提出しなければならない。  



 

2 補助対象者は、前項の交付の請求を行うに当たっては、その補助金の受

領を補助対象事業の施工事業者に委任することができる。この場合におい

て、請求書に補助金の代理受領に係る委任状(様式第 3 号)を添付し、速や

かに市長に提出しなければならない。  

(補助金の交付) 

第 13 条 市長は、前条の規定による請求書の提出があった日から 30 日以内

に補助金を交付するものとする。  

(決定の取消し) 

第 14 条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、補

助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。  

(1) 規則又はこの告示の規定に違反したとき。  

(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。  

(3) 補助金の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。  

(4) その他市長が補助金の交付の決定を取り消すべき事由があると認めた  

とき。 

(補助金の返還) 

第 15 条 市長は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合に

おいて、補助対象事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付

されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。  

(その他) 

第 16 条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。  

 

   附 則 

 この告示は、令和7年4月1日から施行する。 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


